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平成２７年第１０回国立大学法人旭川医科大学教育研究評議会議事要旨 

 

 

日 時：平成２７年１１月１１日（水） 午後２時４６分～ 

場 所：第二会議室 

 

出席者：吉田 晃敏学長，松野 丈夫理事，藤尾 均理事，竹中 英泰理事，  

井上 久志理事，高井 章副学長，平田 哲副学長，渡部 剛教授， 

原渕 保明教授，升田 由美子教授，林 要喜知教授，鈴木 裕教授， 

千石 一雄教授，岡田 洋子教授，三好 暢博教授，久保 進事務局長 

欠席者：吉田 貴彦教授，千葉 茂教授 

陪席者：宮森 雅司監事，太田学長政策推進室長，萩総務部長，小出教務部長， 

三浦総務課長，滝本企画広報評価課長，西田学生支援課長 

 

 

議事に先立ち，学長から，平成２７年１１月１日付けで就任した井上 久志 理事の

紹介が行われた。 

次いで，平成２７年第９回（平成２７年１０月１４日開催）教育研究評議会の議事要

旨が諮られ，これが了承された。 

 

議 題 

１．教員の人事について 

（１）助教等候補者の選考及び助教の配置換について 

本件について，学長から発議及び資料１（事前配付資料１～３を配付済み）に

基づき説明があり，審議の結果，資料のとおり，助教等候補者の選考及び助教の

配置換について了承された。 

  

２．平成２７年度非常勤講師の任用について 

本件について，学長から発議及び事前配付資料４に基づき説明があり，審議の結

果，資料のとおり非常勤講師に任用することが了承された。 

 

 ３．平成２７年度大学院修士課程非常勤講師の任用について  

 本件について，学長から発議及び事前配付資料５に基づき説明があり，審議の結

果，資料のとおり，担当科目を変更することが了承された。 

  

４．教員の再任審査結果について 

本件について，学長から発議があり，任期満了日が平成２８年５月から平成２８

年９月末日までの１２名の教員から再任審査の申請があったこと。再任基準に基づ

き申請者を判定した結果，資料２のとおり１２名が再任可となった旨の報告の後，
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審議の結果，これが了承された。 

なお，再任を可とする再任審査結果通知書を１２名の再任申請者に通知する旨学

長から付言があった。 

  

５．旭川医科大学における研究活動の不正行為及び公的研究費の不正使用に関する取

扱規程の一部を改正する規程（案）について 

本件について，学長から発議があり，次いで研究担当の高井副学長から資料３－

１に基づき，改正の概要及び改正点について説明があり，引続き加藤研究支援課長

から資料３－２～４に基づき，改正の内容について説明があった。 

   その後，審議の結果，研究活動の不正行為及び公的研究費の不正使用に関する取

扱規程の一部改正について原案のとおり承認された。 

 

 

  報告事項 

 １．学長報告 

（１）平成２６年度に係る業務の実績に関する評価結果について 

（２）外部有識者との懇談について 

（３）「第３期中期目標・中期計画（素案）」の策定について 

   （１）～（３）については，教授会で報告すること。 

 

 

 

次回の開催予定日 

次回の教育研究評議会は，平成２７年１２月９日（水）１４時４５分から第二会

議室において開催すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


